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葉山マリーナヨットクラブ会則                  
 

 

第１章 総則 

第１条（目的） 
本クラブは、会員の親睦、相互扶助、操船技術の向
上と共に、ヨットを通して地域社会の青少年の育成、
ヨットの普及を図り、内外の関係諸団体と交流・親
善を行なうことを目的とする。 

 
第２条（名称） 

本クラブの名称は、「葉山マリーナヨットクラブ」と
する。 
 

第３条（所在地） 
本クラブの所在地は、神奈川県三浦郡葉山町堀内５
０番２ (株)葉山マリーナ内とする。 
 

第４条（活動） 
本クラブは、前条の目的達成のため、次の諸活動を
行なう。 
1. 会員の親睦、相互扶助を図るための活動 
2. 海上の安全、操船技術の向上、および知識

普及を図るための活動 
3. 葉山マリーナの使用秩序および円滑な運営

に助力する活動 
4. 地域社会と連係を保ち青少年の育成に協力

する活動 
5. 本クラブ以外の諸団体との交流・親善・連

携を図る活動 
6. 以上の他、本クラブの目的に必要な諸活動 

 

第２章 会員 

第５条（種別） 
1. 本クラブの会員は、正会員、および特別会員と

する。 
2. 正会員は、葉山マリーナ常置艇のオーナー若く

はその関係者であって、本会則に従い所定の手
続きを経た者とする。 

3. 正会員のうち会員総会において議決権を行使し
うる者を代表会員という。 
１艇に２名以上の正会員がいないときは、その
艇の正会員を代表会員と看做し、１艇に２名以
上の正会員がいるときは、当該艇が本クラブに
届け出た１名のみを代表会員とする。本クラブ
理事会において必要と認め、本会則に従い所定
の手続きを経たものを特 別会員とする。特
別会員には名誉会員と協力会員を設ける。 
 

第６条（入会） 
1. 本クラブ会員になろうとする者は、所定の入会

申込書に所定の事項を記載し顔写真を貼付して、
理事会に提出し、理事会の承認を得なければな
らない。 

2.  正会員、代表会員および協力会員は、本クラブ
に対し、入会時、理事会において別に定める入
会金および当該年度の年会費を納付しなければ
ならない。 

3.  正会員、代表会員および協力会員は本クラブに
対し、毎年３月末日限り、本クラブの運営および活
動の実施に要する経費を負担するため、理 

事会において別に定める年会費を納付しなければな
らない。 
 

第７条（退会） 
会員が退会しようとするときは、１ヶ月前までにそ
の旨を書面をもって理事会に届け出なければならな
い。 
 

第８条（除名） 
会員が次の各号の一に該当するときは、総会におい
て代表会員の過半数の議決を得て、これを除名する
ことができる。 
1. 年会費を故なく２年以上支払わないとき。 
2. 本クラブの名誉を毀損し、又は本クラブの目的

に明かに反する行為を行なったとき。 
3. 除名処分を行なう場合には、除名決議を行なう

総会において、被除名者に弁明の機会を与えな
ければならない。 

 

第３章 組 織 

 
第９条 当クラブの組織は、別紙 HMYC 組織図のとおりとす

る 
 

第4章 役 員 

第 10 条（種別） 
1. 本クラブには次の役員をおく。 

  理事 
  評議員 
  監査役 

2. 理事および監査役の数は、会員の総数、役員数
の推移などを考慮し、理事会で定める。 

3. 理事のうち、１名を理事長、３名以内の数名を
副理事長とする。 

4. 理事長および副理事長は、本クラブの諸活動を
運営するにあたり、本クラブの慣例に倣い会長
および副会長と呼称することができる。 

           
第 11 条（選任） 

1. 理事および監査役は、本クラブ会員のうちから
選挙によって選任する。 

2. 理事の３分の２は、代表会員でなければならな
い。 

3. 理事長は、理事会において理事の互選により選
任する。 

4. 理事長は、副理事長を任命するとともに、副理
事長のうち 1名を事務局長に任命する。 

5. 監査役は、評議会が任命する。 
6. 事務局長は、会計を任命する。 
7. 理事長は理事が欠け、又は必要と認めるときは、

理事を任命することができる。 
 

第 12 条（職務） 
1. 理事は理事会を構成し、本クラブの業務執行を

決定する。 
2. 理事長は、本クラブを代表し会務を総括する。 
3. 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌握

し、理事長に事故あるときは職務を代行す



 

葉山マリーナヨットクラブ会則                 2 / 3                      2006/2 改 

る。 
4. 監査役は、会計を監査する。 

 
第 13 条（任期） 

1. 理事長、副理事長、および理事の任期は３年
とし、理事長は再任しない。 

2. 理事長の任期は特別の理由がある場合、２年
を限度として延長することが出来る。 

3. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、
前条の規定に関わらず前任者または 現任者
の残任期間とする。 

4. 理事は、辞任又は任期満了の場合において
も、後任者が就任するまで、その職務を行
なはなければならない。 

 
第５章 会 議 

第 14 条（種別） 
本クラブの会議は、会員総会、理事会、および評議会
とする。 
 

第 15 条（構成） 
1. 会員総会は本クラブ会員をもって構成する。 
2. 理事会は、理事長、副理事長、および理事を

もって構成する。 
3. 評議会は、評議員をもって構成する。 
4. 評議員および監査役は、会議に出席して意見

を述べることができる。 
 

第 16 条（権能） 
1.  会員総会は、次に定めるものの他、本クラブの

運営に関する重要事項を決議する。 
・会則改正 

   ・役員の任免 
・予算、決算に関する事項 

2. 理事会は、次に定めるものの他、本クラブの
日常の運営に関する事項を決議する。 
・総会の議決した事項の執行に関する事 
・総会に付すべき事項 
・本会則において理事会の決定事項と定められ
た事項 

3． 評議会は、次に定める事項を行う。 
・ 会長を推薦すること。 
・ 会長の業務執行を監査し、会員総会で報告
すること。 

 
第 17 条（開催） 

1. 通常総会は、毎年一回、理事長がこれを招集
して開催する。 

2. 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき開催
する。 

3. 理事長は、本クラブ会員の３分の１以上の請
求があるときは、請求日から１ヶ月以内に臨
時総会を開催しなければならない。 

4. 理事長は、前項の請求をうけたときは、臨時
総会の日時・場所・会議の目的たる事項を、
直ちに代表会員に通知しなければならない。
この通知は、会員が本クラブに届け出た連絡
先にすれば足りる。 

5. 理事長は、随時理事会を召集する。 
6. 理事長は、理事の３名以上の請求があるとき

は遅滞なく理事会を召集しなければならない。 
 

第 18 条（議長） 
会員総会および理事会の議長は、理事長又は理事長

が指名した者が行なう。但し、会員総会において、
役員の罷免に関する決議を行なうときは、その対象
となる役員は議長となることが出来ない。 

 
第 19 条（定足数） 

1. 会員総会は代表会員の３分の１以上の出席を
もって成立する。 

2. 理事会は、理事の３分の１以上の出席をもっ
て成立する。 
 

第 20 条（議決） 
1. 会員総会の議事は、出席した代表会員の過半

数をもってこれを決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。 

2. 代表会員は、書面又は代理人をもってその議
決権を行使することが出来る。 

3. 理事会の議事は、出席した理事の過半数をも
ってこれを決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。 

4. 理事に特別の利害を有する者は定足数に算入
せず、また議決権を行使することができない。 

5. 理事会の議事は、緊急の場合その他必要があ
るとき、書面による持ち回り決議をすること
ができる。   
                        

第６章 委員会 

第 21 条（委員会） 
1. 本クラブには、次の各委員会を置く。 

・パーティー 
・レース 
・クルージング 
・フェローシップ 
・広報 
・渉外 
・その他の特別委員会 

2. 委員会の委員は、理事会の議決を経て理事長が
任免する。各委員の兼務はこれを妨げない。 

3. 各委員会の委員長は、当該委員会の委員を任命
する。 

4. 各委員長は、理事長の承認を得て、担当委員会
業務に対する通知を、自己の名をもって本クラ
ブ会員に通知することが出来る。理事をもって
あてる。 

  

第７章 財 務 

第 22 条（財務） 
1. 本クラブの経費は、入会金、年会費、および寄
付金などをもってこれにあてる。 

2. 代表会員は、自艇の会員の会費を連帯して納入
する義務を負う。 

 
第 23 条(新設) 

1. 13 条 2 項の効力は 2007 年 12 月 31 日限りで効力
を失う。 

 
2. 前項の規定に拘わらず、13 条 2項の効力は、2008

年 12 月 31 まで存続するものとし、かつ、13 条
2項の規定に拘わらず、更に 1年を限度として延
長できるものとする。 

   
-------------------------------------------------- 
1986 年 8 月 1988 年 2 月改正 1991 年 2 月改正
1994 年 2 月改正 1995 年 2 月改正 1997 年 2 月改正
2004 年 2 月改正 2006 年 2 月改正 2008 年 2 月改正 



2009.01.28 Update

※1　クルージング委員会はチャリティー担当を兼任とする。

※2　クラブハウス委員会、パーティー委員会はオーナー会担当を兼任とする。

※1 

※2 

※2 

国内担当：

吉岡 桂輔

茂木 慎一

灘口 幹夫パーティー委員会

フェローシップ委員会
榛葉 克也  イベント担当：

古田 利雄

海外担当： 小林 堯彦 丸尾 正之

委 員 長：

委 員 長：

委 員 長：

委　員：

委　員：

委　員：

中山 善光渉　　　外

角　鉄也

森本 行俊

委 員 長：

小林　巧 大野 富里

上島 隆夫

インタークラブレース担当委員長：

稲葉 俊彦

中本 広之

大野 富里

丸尾 正之

委　員：

中本 広之

野沢　等副委員長： 村松 哲太郎

副委員長： 平井 昭光

田中　一美
広 報 委 員 会

事　務　局
田中厚一郎

会　　　計

レ ー ス 委 員 会

夢　委　員　会

■ 評 議 会 ■ 執 行 部

小田切満寿夫

三井　健一

クラブレース担当 委員長：

小林　巧

有友　完委 員 長：

委 員 長：

統括委員長：

白井 宏治木村 大介

　

クラブハウス委員会

クルージング委員会
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会　　　長

副　会　長 　小林　巧 大野 稔久

吉岡 桂輔監　査　役

評 議 員

木村　太郎

村松 哲太郎

荒川 博人

戸張 房子

事務局長：

プロテスト担当 委員長：

レースアドバイザー：

榛葉 克也

荒川 博人

飯沢 則之

委　員：

委　員：

委　員：

村越　一夫 副委員長：

大野 稔久

榎本　裕

樋口 良彦

飯沢 則之

平井 昭光

委　員：

石丸 寿美子 （web）

宮島 正治

樋口 良彦

角　鉄也

石丸 寿美子

角　鉄也中本 広之

村越 俊介

石丸 洋次郎

池田 千夏


